
セーフティネットと地方自治体、 
　　　　　　生活保護の行政は今	

熊本市北区役所　保護課 
松永　奈美子	



生活保護制度とは？	

生活保護は、国民に憲法25条（生存権）の 
定める「健康で文化的な最低限度の生活」 
を保障する制度。 
 
【根拠法】 
日本国憲法第25条 
生活保護法第1条	



保護の要否の判定と支給される保護費	

最　低　生　活　費	

収　　　　　入	

収　　　入	

支給される保護費	

保護が適用され
ないケース	

保護が適用され
るケース	



保護の内容	

生活扶助	日常生活に必要な費用	

住宅扶助	アパート等の家賃	

教育扶助	
義務教育を受けるために必要な
学用品費	

医療扶助	医療サービスの費用	

介護扶助	介護サービスの費用	

出産扶助	出産費用	

生業扶助	
就労に必要な技能の習得等に
かかる費用	

葬祭扶助	葬祭費用	

直接医療機関へ支払	

直接介護事業者へ支払	

他は 
金銭給付 
が原則	



支給される扶助額	

各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することが 
できる最低限度の生活を保障している。 
扶助の基準は、厚生労働大臣が設定する。 
【平成24年度生活扶助基準の例】 

世帯構成	 東京都区部等	 地方郡部等	

標準3人世帯（33歳、29歳、4歳）	 172,170円	 135,680円	

高齢者単身世帯（68歳）	 80,820円	 62,640円	

高齢者夫婦世帯（68、65歳）	 121,940円	 94,500円	

母子世帯（30歳、4歳、2歳）	 192,900円	 157,300円	



増加の一途をたどる生活保護受給者（熊本市）	

年度	 世帯数	 人員	 保護率（‰）	

平成19年度	 7,444 10,035 15.0 

平成20年度	 7,842 10,625 15.8 

平成21年度	 8,591 11,741 17.2 

平成22年度	 9,814 13,531 18.5 

平成23年度	 10,694 14,783 20.1 



熊本市における保護率の推移	
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全国的にも・・・	



被保護世帯類型の変化（熊本市）	



被保護世帯類型の変化（全国）	

・・・・近年、「その他の世帯」の増加が顕著である	



現場から見た保護世帯増加の背景	

（１）高齢単身世帯の増加 
　①核家族化の進展 
　②年金額と保護の問題	

（２）稼働年齢層の問題 
　①非正規雇用・雇用保険 
　　 と保護の問題	

（３）傷病世帯の問題 
　①健康保険未加入	

社
会
保
障
政
策	

労

働

政

策	

叏

課

題	



（1）高齢世帯の問題	

①核家族化の進展 
 年金と子どもたちからの仕送りで生活していたが、 
 子どもたちが失業して仕送りが出来なくなり、 
 年金だけでは生活できず保護申請。	

②年金額と保護の問題 
 国民年金最高額・・・（年）786,500円　（月）65,541円 
 借家暮らしだと年金だけでは生活できない。 
 ※ちなみに掛金は（月）15,040円	

さらに、年金受給開始年齢引き上げの問題	



（２）稼働年齢層の問題	

①非正規雇用・雇用保険と保護の問題 
　・非正規雇用・・・低賃金での就労で生活苦 
　・雇用保険・・・未加入者が多い 
　　　　　　　　　　制度自体に問題が多い	

※　雇用保険制度・・・生活及び雇用の安定と就職の促進の 

　　　　　　　　　　　　　 ために失業等給付が支給される制度。	

※　失業給付を受給できない失業者の割合 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・79％（平成24年度）	



n  Nさん（58歳） 
　近所のスーパーでパートとして勤務。毎日6時間働き、月々の 
　手取りは7～8万円。 
　離婚や職場でのストレスで不眠・嘔吐などの体調不良が続い 
　たが、病院の受診は１回のみで、仕事を退職することに。 
　「自己都合退職」のため、失業手当は3ヶ月後にしか受給でき 
　ない。 
　「治療をしながら仕事探しをしたい」という意欲はあるものの、 
　治療費用どころか、家賃・光熱費が支払えず滞納・停止となり、 
　やむを得ず生活保護申請。 
　熊本では、50歳以上で仕事はほとんど見つからない。	

（２）稼働年齢層の問題＜具体例＞	



（３）傷病世帯の問題	

①健康保険未加入 
　・健康保険・・・職場を通じて加入 
　　　従業員5人以上の事業所（強制適用事業所） 
　 ・国民健康保険・・・地域単位で作られており、 

　 　　　　　　　　　　　　各市町村(保険者)が運営  

大きな赤字を抱える国民健康保険 

赤字　→　保険料の値上げ　→　未加入者の増加	

健康保険未加入者が疾病で入院した場合、 

医療費の支払ができず、いきなり生活保護の可能性大	

実態	

問題	



保護の実施機関	

都道府県知事及び市町村長により設置 
される福祉事務所。	

福祉事務所とは？	

生活保護の業務、保育所入所手続き、障害認定など、 
福祉に関する公的な事務を実施する。 
ほとんどの市と一部の町が設置。設置しない町村は 
県の福祉事務所が担当する。 
	



生活保護業務の主役は 
　　　　　　ケースワーカーである	
ケースワーク 
　・生活を維持する上での困難や課題を持った人や家族の 
　　問題点を明らかにして、当事者の意向等も勘案し必要な 
　　方策を考え、当事者が主体的に生活を維持していける 
　　ように支援を行う一連な援助技術のこと。 
　　「個別援助技術」と翻訳される。 
　・生活保護の業務上、生活保護担当職員のことを 
　　ケースワーカーと呼んでいる。	

ケースワーカーは、特別な職種ではなく、 
　　　　　　　　　　　一般事務職員がなっています。	



ケースワーカーの仕事＜具体例＞	

①高齢世帯の場合	

扶養義務者（兄弟・
親子など）	

医療機関	高齢者支援センター	 保健師	
介護ヘルパー	

民生委員	

援助	

訪問・
見守り	

生活介助	

・1人での生活が 
　可能か？ 
 
・緊急時の連絡　 
　先の確保。 
 
　など・・・	



ケースワーカーの仕事＜具体例＞	

②母子世帯の場合	

扶養義務者（兄弟・
親子など）	

民生委員	

援助	

・求職活動・就労状　 
　況の確認。 
 
・子どもの通学状況 
　の確認。 
 
　など・・・	

ハローワークや
就労支援相談員	

訪問・
見守り	

保健師	 学校	



ケースワーカーとは・・・	

n  ケースワーカーは、被保護者を取り巻
く問題点を見つけ、関係機関と連携を
とって、解決に導いていきます。 

n  ケースワーカーは、被保護者に対し、
指導・助言を行うだけでなく、生活全
般に関わるコーディネーターの役割を
果たしています。	



ケースワーカーの配置基準	

社会福祉法第16条に配置基準（標準基準） 
・県福祉事務所（郡部）　　：　65ケースに1人 
・市福祉事務所（都市部） ：　80ケースに1人	

しかし、法改正後、標準基準となり、努力目標・目安となったた
め、行政改革による定数削減や生活保護受給者の増加とあい
まって、ケースワーカー１人あたりの持件数は、急激に増加して
いる。	

平成11年に社会福祉法改正となる前は、配置基準は法定基準 
であったため、配置基準を満たすことが義務付けられていた。	



熊本市で働く 
　　ケースワーカーの現状	

平成24年4月 

1人のケースワーカー・・・平均110ケース 
※基準に対するケースワーカー充足率は全国政令市の 

　　中でワースト2位	

平成24年10月　嘱託職員の採用	

平成25年1月 

１人のケースワーカー・・・平均99ケース 

それでもケースワーカーは不足している	
H24.9.28　 

熊本日日新聞朝刊	



自治労（労働組合）としての取り組み	

（1）生活保護業務担当職員の基準内配置 
　　 への取り組み 
 
（２）増えつつある生活保護世帯に対応する 
　　 ための予算要求 
 
（３）生活保護になる前の段階で、対応する 
　　 政策・施策への取り組み	



（１）生活保護業務担当職員の基準内配置 
     への取り組み 
　 
　　担当するケースが多すぎると、十分な 
　　ケースワークが出来ない。 
　 
　　→　厚生労働省、 
       　自治体へ要請・交渉	

自治労（労働組合）としての取り組み	



（２）増えつつある生活保護世帯に対応する 
　　 ための予算要求 
　・生活保護費は、３／４がケース件数に応じて 
    国から補助され、残り１／４を自治体が負担。 
　・保護世帯の増加で、自治体は当初予算より 
    かなりの費用が必要となっている。 

　　→　総務省、厚生労働省へ地方交付税への 
        上乗せを要請	

自治労（労働組合）としての取り組み	



（３）生活保護になる前の段階で、対応する 
　　 政策・施策への取り組み	

自治労（労働組合）としての取り組み	

   ・雇用保険・年金等、社会保障政策に対し、連合 
    （日本労働組合総連合会）や政党に意見反映 
    ・・・雇用保険制度は大きく改善 
　 
   ・「緊急経済対策」の内、生活福祉資金・つなぎ資   
     金（社会福祉協議会が窓口）の改正に対して厚 
     生労働省に要請・・・第2のセーフティネットの強化 
　　　　　　　　　　　　　　　　（法制化の動き） 

	



現場を持つ 
　　　　　　　自治労としての責任と役割 
 
・・・現場を持つからこそ 
　　　　　　　　　　　　　わかることがある 
	

自治労（労働組合）としての取り組み	


